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Ｑ＆Ａ 事業全般

Q

A

旅行終了後に遡って申請することはできますか？

助成対象期間中の旅行であり、かつ、募集期間
中であれば、遡って申請できます。

Q

A

国や都道府県、他団体が実施する旅行助成事
業との併用はできますか？

当事業と同様の旅行助成事業との併用はできま
せん。

Q

A

1回の旅行で、バス等ツアー助成とコンベンション誘致助成など二つ以上の助成事業を併用することはできますか？ 

1回の旅行で二つ以上の助成事業を重複して申請することはできません。

Q

A

実施要綱に、「国又は都道府県独自の緊急事態宣言が適用されるなどの事態が生じた場合、当事業の実施を 一時
的に停止することがある」とありますが、具体的にどのような場合に停止するのですか？

次の事態が発生した場合、一時的に事業を停止することがあります。停止期間中の旅行は、助成の対象になりません。
（ただし、事態発生日の翌日までに開始した旅行は、助成対象になります。詳細は事務局までお問い合わせください。）

◎鹿児島県内において、国または県独自の「緊急事態宣言」が発令されたとき  

◎鹿児島県以外の都道府県において、国または都道府県独自の「緊急事態宣言」が発令され、かつ、宣言の中
に「不要不急の往来は自粛」に相応する文言が入っているとき
⇒当該都道府県からの旅行のみ停止することがあります

◎その他、事業を実施することが適当でないと実行委員会会長が判断したとき



Ｑ＆Ａ旅行商品造成助成事業

Q

A

一つの旅行商品で、旅行商品造成助成事業とバス等ツアー支援事業の二つの事業に申請できますか？

一つの旅行商品で二つ以上の助成事業の重複申請はできません。

Q

A

下期の募集期間はいつからですか？

募集期間は、上期下期ともに、令和８年5月１１日～令和９年２月２８日です。
ただし、予算が限度額に達する場合には、募集期間でっても申請受付を終了することがあります。

Q

A

宿泊のみの商品は助成対象になりますか？

宿泊のみの商品（航空券等を旅行者自身が手配するもの）については、実施要綱第3条（１）の要件を満たし
ていないため、助成対象になりません。

Q

A

受注型企画旅行は助成対象になりますか？

本事業は、募集型企画旅行の商品造成を誘発するための事業です。旅行者からの依頼に応じて造成した受注型
の旅行商品は助成対象になりません。
なお、受注型旅行のうち、学会や大会等のコンベンション、学生スポーツ・ゼミ合宿、学校研修旅行等は他の助成
事業をご利用いただける場合があります。



Ｑ＆Ａその他事業

Q

A

［バス等ツアー助成事業］旅行中に利用する車両の種別が複数にまたがる場合、助成金額はどのように算定さ
れますか？

実施要綱第5条のとおり、最も長い時間利用した車両の種別で算定します。利用した時間が同じ合は大きい種別
で算定します。

Q

A

［コンベンション誘致助成事業］社員旅行は助成対象になりますか？

「親睦を主たる目的とする社員旅行」は、助成の対象になりません。
実施要綱第3条(2)のとおり、本事業の助成対象のコンベンションとは、団体や組織、企業が主催する「特定の問題
に対する意見・見解の交換、討論、主張の公表などを行う大会・会議・研修会」のことを指します。

Q

A

［学生スポーツ・ゼミ合宿助成事業］サークル合宿は助成対象になりますか？

「親睦を主たる目的とする旅行」は助成対象外です。
実施要綱第3条のとおり、本事業の助成対象になる合宿とは、競技技術の向上のために行う学生のスポーツ団体の
強化練習又は大学等の教員指導のもとに行われる調査研究等のための合宿です。

Q

A

［学生スポーツ・ゼミ合宿助成事業］小中学生のクラブ活動合宿は助成対象になりますか？

小・中学生対象のスポーツ合宿交流助成事業をご用意しています。
詳しくは、小・中学生スポーツ合宿交流助成事業要綱をご覧ください。
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